
キッチンカーで販路拡大・創業を目指す方へ

１００万円
補助金を
交付します

最大

キッチンカーを導入して新規に事業をする方に対し

新庄市移動調理販売車両導入支援事業費補助金とは？

新庄市移動調理販売車両導入支援事業費補助金

新庄市商工観光課 地域産業振興係 ℡ 0233-29-5847（直通）

対象者

対象経費の３分の１
（千円未満端数切捨、上限１００万円）

対象経費

補助率

下記の必要書類を市商工観光課企業立地・商工振興室までご提出ください。
(1)補助金交付申請書（別記様式第１号）
(2)事業計画書（別記様式第２号） 
(3)事業収支予算書（別記様式第３号） 
(4)補助対象経費に係る見積書の写し 
(5)その他必要書類

公募要項、書類様式ダウンロード等については市ホームページをご覧ください。

申込方法

回 覧

市内に住所若しくは事業所を有する、中小企
業基本法上の中小企業者（個人及び法人）又
は法人税法別表第二に規定する法人で、新
たにキッチンカーによる事業を始められる方

・移動調理販売車両購入費
・移動調理販売車両改修費
・ポスター、チラシ等の印刷及び配布に係る
費用
・広告折込及び広告掲載に係る費用
・看板、タペストリー等広告物外注費用
・その他移動調理販売車両の導入経費とし
て市長が認めるもの

※リース料、原材料費は対象外です。
※補助決定前に発生した経費は対象外です。

【公募期間】令和６年４月２４日（水）～５月３１日（金）
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